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設立趣意書抜粋（地区の特性等）

（鶴嶺東地区の特長・現状） 

茅ヶ崎市のほぼ中央部に位置し、約１１，７００世帯、約３０，０００人と非常に多くの方

が暮らしている。東は小出県道から、西は小出川まで３．８ｋｍ、南は千の川から北は大山街

道まで２．５ｋｍと広範囲な地区である。神社・寺もあり、農業が主体であった地域、集合住

宅・出入りの少ない地域、比較的若年層が多い地域など、地区内においても状況が様々であ

る。所在する学校等は、３小学校・２中学校・１高等学校・１養護学校・４幼稚園・３保育園

と学園が多いことも特徴である。 

また、自治会をはじめ、福祉、青少年育成など様々な分野で数多くの団体が活動しており、

鶴嶺東コミュニティセンターが活動の拠点となっている。 



認定基準確認表（鶴嶺東地区まちぢから協議会） 

認定基準（条例第２条第２項） 適合状況 

(1) 

①規約に、「主として活動する区域」を規定し

ているか。 

規約第２条に市長が告示する鶴嶺東地区を協議

会の活動区域とすることを規定している。 

②規約に規定した「主として活動する区域」

が「市長が定める認定区域」と合致している

か。 

市長が告示する区域と規約第２条に規定してい

る協議会の活動区域が合致している。 

(2) 

①規約に、構成員として「認定区域で活動す

る自治会」を規定しているか。 

規約第５条（１）に規定している。 

②構成員の一覧を記載した書類により、「認

定区域で活動する自治会が構成員となって

いること」が明確になっているか。 

名簿に規約第５条（１）に規定している自治会名

を記載している。 

※全９自治会の内、全ての自治会が構成員となっ

ている 

③認定区域で活動する自治会の全てが構成

員になっていない場合は、各種団体や地域住

民と連携・補完し合いながら、コミュニティ

がその認定区域の全部において公益を増進

するための活動を行うことができる体制が、

規約や活動計画書等により明確になってい

るか。 

※認定区域で活動する自治会の全てが構成

員になっていない場合は、別紙「連携・補完

体制確認表」も併せて提出してください。 

該当なし 

(3) 

①規約に、構成員として「茅ヶ崎市地域コミ

ュニティの認定等に関する条例施行規則第

３条第１項各号で定める団体」を規定してい

るか。 

規約第５条（２）～（１２)に規則第３条第１項各

号で定める団体を規定している。 

※（３）鶴嶺東コミュニティセンター管理運営委

員会の代表、（１１）鶴嶺東まちぢから協議会各部

会の代表を除く 

◆地域福祉の推進を主たる目的とするコミュニ

ティ

（２）鶴嶺東地区社会福祉協議会の代表 

（４）鶴嶺東地区民生委員児童委員協議会の代表 

（１２）地域包括支援センターさくら代表

◆文化、芸術又はスポーツの振興を主たる目的と

するコミュニティ 

（６）鶴嶺地区体育振興会の代表 

◆児童又は青少年の健全な育成を主たる目的と

するコミュニティ 

（５）青少年に関する団体の代表 

（７）鶴嶺小学校保護者と先生の会の代表 
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（８）鶴嶺中学校保護者と教職員の会の代表 

（９）円蔵小学校円童豆の会の代表 

（１０）円蔵中学校保護者会の代表

②構成員の一覧を記載した書類により、「規

則第３条第１項各号で定める団体が構成員

となっていること」が明確になっているか。 

名簿に規約第５条（２）～（１２）に規定してい

る団体名を記載している。 

※（３）、（１１）を除く 

(4) 

①規約に、構成員として「公募により選出さ

れるもの」を規定しているか。 

規約第５条（１４）に規定している。 

②構成員の一覧を記載した書類により、「公

募により選出されるものが構成員となって

いること」が明確になっているか。 

※不在の場合は、「現在募集中であること」、

「今後募集予定であること」が認定に必要と

なります。 

現在、公募により選出されるものは不在 

※募集を行ったが、応募がなかったため、今後募

集予定 

(5) 

①規約に、「事業に認定区域に住所を有する

全ての個人が参加できること」を規定してい

るか。 

規約第１０条、第１６条に部会に関する事項を規

定している。 

※部会を設置し、鶴嶺東地区に住所を有する全て

の個人が部会に参加できる協議の場づくりを進

めている。 

②活動計画書等により、「認定区域に住所を

有する全ての個人が参加できる事業」が明確

になっているか。 

事業計画書に記載している。 

(6) 

①規約に、「運営が民主的に行われる仕組み」

を規定しているか。 

規約第１０条第３項及び第４項に過半数の出席、

多数決といった意思決定の方法を規定している。 

②活動計画書等により、「地域住民や事業者

等に対し、活動を周知する体制や、意見や要

望を聴取する体制が構築されていること」が

明確になっているか。 

事業計画書に記載している。 

(7) 

①規約に、「目的、名称、主として活動する区

域、主たる事務所の所在地、代表者に関する

事項、会議に関する事項」を規定しているか。 

規約第１条に名称及び主として活動する区域、第

２条に主たる事務所の所在地、第３条に目的、第

７～９条に代表者に関する事項、第１０条に会議

に関する事項を規定している。 

(8) 

①規約等から、「営利的活動、宗教的活動、政

治的活動を主たる目的とする事業が行われ

ないこと」が読み取れるか。 

事業計画書、事業報告書のとおり、規約第３条に

規定した目的に関する事業のみを行っている。 

②毎年度の活動計画書及び収支予算書から、

上記の項目に合致しないことが明確である

か。 

事業計画書、収支予算書で明確になっている。 
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鶴嶺東地区まちぢから協議会 規約 

（名称及び所在地） 
第１条 本会は、鶴嶺東地区まちぢから協議会（以下「本会」という。）と称し、その所在地を鶴嶺東コミュニティセンター
（茅ヶ崎市西久保１８０番地）とする。 

（区域） 
第２条 本会の活動区域は、市長が告示する鶴嶺東地区（以下「鶴嶺東地区」という。）の区域とする。 

（目的） 
第３条 本会は、鶴嶺東地区の市民と市が協働して、地域の課題を共有し、協議を行い、効率的かつ総合的に解決を
図っていくとともに、地域活動を活性化し、まちぢからを高めていくことを目的とする。 

（事業） 
第４条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

(1)鶴嶺東地区の市民及び各種団体の参画促進、連携促進及び地域活動の活性化に関すること。
(2)共通課題の共有と課題解決に関すること。
(3)その他、前条の目的達成に必要な事項に関すること。

（委員） 
第５条 本会の委員は、次に掲げる者とする。 

(1) 鶴嶺東地区の単位自治会の代表者
(2) 鶴嶺東地区社会福祉協議会の代表
(3) 鶴嶺東コミュニティセンター管理運営委員会の代表
(4) 鶴嶺東地区民生委員児童委員協議会の代表
(5) 青少年に関する団体の代表
(6) 鶴嶺地区体育振興会の代表
(7) 鶴嶺小学校保護者と先生の会の代表
(8) 鶴嶺中学校保護者と教職員の会の代表
(9) 円蔵小学校円童豆の会代表
(10) 円蔵中学校保護者の会代表
(11) 鶴嶺東まちぢから協議会各部会の代表
(12) 地域包括支援センターさくら代表
(13) 本会が推薦する者
(14) 公募により認められた者

２ 委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げないとする。 
３ 委員の定数は４０名以内とする。 

（準委員） 
第６条 本会に準委員を置くことができる。 
２ 準委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 
３ 欠員による補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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（役員） 
第７条 本会に次の役員を置く。 

(1)会長  １名 
(2)副会長  ３名以内 
(3)書記  ２名以内 
(4)会計  １名 
(5)監事  ２名 

2 前項の役員は、総会において委員の中から互選により選任する。 

（役員の任期） 
第８条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし会長は２期までとする。 
２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員の任務） 
第９条 役員の任務は、次のとおりとする。 

(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(3)書記は会議の記録及び本会の事務を行う。
(4)会計は本会の会計事務を処理する。
(5)監事は本会の会計状況を監査する。会計事務及び業務執行について不正の事実を発見し、総会に報告の必
要があると認めるときは、臨時総会の開催を請求する。

（会議） 
第１０条 本会の会議は、総会、役員会、運営委員会及び部会とする。 
２ 会議（部会を除く。）は会長が招集し、議長となる。 
３ 会議（部会を除く。）は、過半数の出席により成立する。ただし、総会及び運営委員会については委員のうち、委任
状の提出があった者については、出席があったものとみなす。 
４ 会議（部会を除く。）の議事は出席者の過半数によって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 
５ 会議には、各会議を構成する者以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。 

（総会） 
第１１条 総会は、委員及び準委員をもって構成する。 
２ 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 
３ 定期総会は年度当初に開催する。 
４ 臨時総会は会長が必要と認めたとき、総会を構成する者の３分の１以上から会議の目的たる事項を示して請求が
あったとき及び第９条第５号の規定により監事から請求があったときに開催できる。 
５ 総会では、次の議決事項を決定する。 

(1)事業報告及び決算に関すること。
(2)事業計画及び予算に関すること。
(3)役員及び規約に関すること。
(4)その他本会の重要事項に関すること。

（総会の招集通知） 
第１２条 総会を招集するときは、委員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所を示して会議の１５日前までに通
知しなければならない。 

（総会の議事録） 
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第１３条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 
(1)日時及び場所
(2)委員の現在数及び出席者数（委任状を提出した委員も含む。）
(3)開催目的、協議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項

２ 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人２名以上の署名押印をしなければならない。 

（役員会） 
第１４条 役員会は、役員及び部会長をもって構成する。 
２ 次の事項を所掌する。 

(1)総会及び運営委員会に付議する事項
(2)会議で議決された会全体に係る事項の執行
(3)総会、運営委員会及び部会の調整に関する事項
(4)その他、総会及び運営委員会の決定を要しない会議の執行に関すること。

（運営委員会） 
第１５条 運営委員会は、委員及び準委員をもって構成する。 
２ 運営委員会は、次の事項を決定する。 

(1)総会及び役員会に付議する事項
(2)総会及び役員会において議決された事項に関する執行
(3)委員の入会、退会、推薦及び公募に関すること。
(4)部会の設置、協議、連絡、調整及び課題解決に関すること。
(5)鶴嶺東地区の市民からの意見集約並びに周知方法に関すること。
(6)その他、目的達成に必要な事項に関すること。

（部会） 
第１６条 部会は、部会員をもって構成する。 
２ 部会に、部会長及び副部会長を置く。 
３ 部会長及び副部会長は、その部会において部会員の中から互選により選出する。 
４ 部会は、部会長または会長が必要と認めた時に開催できる。 
５ 部会の議長は、部会長が就く。 
６ 部会は、所掌する事項について調査及び審議し、運営委員会に報告する。 
７ 部会名及び所掌する事項は、別に定める。 

（事務局） 
第１７条 本会の事務を処理するため事務局を置き、次の事項を行う。 

(1)会議への出席
(2)会議の開催通知書の作成及び送付
(3)会議の資料の作成
(4)会議録及び議事録の作成
(5)会計事務に伴う資料の作成
(6)茅ヶ崎市や関係団体との連絡
(7)本会に寄せられた意見等のとりまとめ

（事業及び会計年度） 
第１８条 本会の事業及び会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日とする。 

5



（経費） 
第１９条 本会の経費は、補助金及びその他の収入をもってあてる。 

（住民等からの意見等の取り扱い） 
第２０条 会議で出された意見等の他、鶴嶺東地区の市民及び各種団体から寄せられた意見等は、事務局が取りまと
め、運営委員会に報告する。 

（必要事項） 
第２１条 その他、本会の運営について必要な事項は別に定める。 

 附 則 
（施行期日） 
１ この規約は平成２７年９月５日から施行する。 
（任期の特例） 
２ 第５条第２項及び第８条第１項に規定する任期は、この規約施行後の最初の任期に限り、平成２８年度総会
までとする。 
附 則 
この規約は、平成２８年５月２１日から施行する。 
附 則 
この規約は、鶴嶺東コミュニティセンター管理運営委員会の組織組み入れに伴い、令和２年８月１９日の臨時総会の
議決に基づき、令和３年４月１日から施行する。 
附 則 
この規約は、第５条の委員の組織見直しに伴い、令和 6年 4月 13日の総会の議決に基づき、令和 6年 5月 1日か
ら施行する。 
附 則 
この規約は、鶴嶺東地区まちぢから協議会からの鶴嶺東コミュニティセンター管理運営委員会の組織分割に伴い、令和
７年９月１２日の臨時総会の議決に基づき、令和８年４月１日から施行する。 
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No 所属団体役職 氏名 役　職 委　員 所属部会

1 円蔵自治会代表 高橋　里幸 ● 防災減災部会

2 円蔵自治会防災リーダー 高橋　秀男 防災減災部会　

3 円蔵自治会推薦 清野　匡志 環境安全部会

4 円蔵婦人会代表 小室　初枝 地域福祉部会

5 円蔵老盛会代表 高橋　  誠 地域福祉部会

6 円蔵福祉世話人 上原　善治 地域福祉部会

7 矢畑自治会代表 吉野　浩二 会　　長 ● 防災減災部会

8 矢畑自治会防災リーダー 高橋　夏木 防災減災部会

9 矢畑子ども会代表 山本　加奈 地域福祉部会

10 矢畑真寿会長（鶴嶺東代表） 加藤　實 地域福祉部会

11 矢畑福祉世話人 川邉　久男 地域福祉部会

12 矢畑自治会役員 松任　義孝 環境安全部会　

13 西久保自治会代表 諸岡　伸也 ● 防災減災部会

14 西久保自治会防災リーダー 石井  　浩 ● 防災減災部会

15 西久保第二壽恵広会代表 小島　武弘 地域福祉部会

16 西久保自治会役員 川口　  明 環境安全部会　

17 浜之郷自治会代表 浪越　哲也 ● 防災減災部会

18 浜之郷自治会防災リーダー 中村　良三 防災減災部会

19 浜之郷自治会役員 小池　京子 環境安全部会

20 浜之郷自治会推薦 伊藤　素明 環境安全部会

21 浜之郷婦人会代表（副会長） 内藤ふさ子 環境安全部会

22 下町屋自治会代表 内藤　一夫 書　　記 ● 防災減災部会

23 下町屋自治会役員 若山　  徹 環境安全部会

24 下町屋自治会推薦 遠口　敬子 地域福祉部会

25 TBS自治会代表 阿部　光宏 ● 防災減災部会

26 TBS自治会防災リーダー 吉原　弘子 防災減災部会

27 TBSしおかぜ子ども会代表 中川　長子 地域福祉部会

28 TBS福祉世話人 新目美智子 地域福祉部会

29 TBS環境指導員 米山　優子 環境安全部会　

30 サニータウン自治会代表 青山　輝美 ● 防災減災部会

31 サニータウン自治会防災リーダー 増田　全宏 防災減災部会

32 サニータウン環境指導員 菊地　朋見 環境安全部会

33 ホームタウン自治会代表 武内　　真 ● 防災減災部会

34 ホームタウン自治会防災リーダー 嵩　比呂志 防災減災部会

35 ホームタウン環境指導員 今井　智子 環境安全部会

36 ホームタウン子ども会代表 阿部　淑乃 地域福祉部会

37 ホームタウン福祉世話人 永田　妙子 地域福祉部会

38 ザ・アイランズ自治会代表 吉原　 雄 監　　事 ● 防災減災部会

39 ザ・アイランズ自治会代表代行 岡　  宏樹 環境安全部会

40 ザ・アイランズ自治会防災リーダー 野本　泰男 防災減災部会

41 ザ・アイランズ自治会役員 山田魅矢子 地域福祉部会

42 ザ・アイランズ自治会役員 池内　康博 防災減災部会

43 ザ・アイランズ自治会推薦 仲原　順子 広報部会

44 鶴小保護者会と先生の会代表 関　　翔太 ● 地域福祉部会

45 鶴中保護者と教職員の会代表 岩壁　昌江 ● 地域福祉部会

46 円小円童豆の会代表（未定） 内野　優依 ● 地域福祉部会

47 円中保護者会代表（未定） 朝倉　  瞳 ● 地域福祉部会

48 鶴嶺東地区社協代表 木村　敏夫 副会長会計 ● 地域福祉部会

49 鶴嶺東地区社協役員 三堀　高徳 ● 地域福祉部会

50 つるみね東ボラセン役員 青山  　誠 地域福祉部会

51 鶴嶺東民児協代表 木下  　操 副 会 長 ● 防災減災部会

52 民生委員・児童委員 尾坂千賀子 ● 環境安全部会

53 民生委員・児童委員 増田　純子 地域福祉部会

円蔵小学校区 54 円小青少年推進協代表 吉本　秀文 地域福祉部会

浜之郷小学校区 55 郷小青少年推進協代表 土屋　  豊 ● 地域福祉部会

鶴嶺小学校区 56 鶴小青少年推進協代表 山上　壽子 書　　記 ● 地域福祉部会

57 鶴嶺体育振興会代表 赤羽根昭夫 監　　事 ● 地域福祉部会

58 地域包括支援センターさくら 濱田　栄子 ● 地域福祉部会

59 広報部会 西江園裕子 ● 広報部会

60 公募委員 岡田　由恵 ● 地域福祉部会

61 鶴嶺東コミセン代表 尾坂  　清 副 会 長 ● 防災減災部会

62 鶴嶺東コミセン役員 飯ケ谷哲雄 ● 地域福祉部会

団体区分　

鶴

嶺

東

地

区

自

治

会

連

合

会

円　蔵

矢　畑

西久保

浜之郷

下町屋

TBS

サニータウン
茅ヶ崎

ホームタウン
茅ヶ崎

ライオンズ
茅ケ崎

ザ・アイランズ

令和7年4月1日現在

地域包括支援センター

鶴嶺東コミセン

学校関係

鶴嶺東地区民児協

青少年
育成推進
協議会

鶴嶺体育振興会

鶴嶺東地区社協

まちぢから協議会

令和7年度　鶴嶺東地区まちぢから協議会名簿
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前年度の活動報告書及び収支決算書 

令和 7年度鶴嶺東地区まちぢから協議会事業報告 

１．会議等の実施 

（1）総会、本部役員会、役員会、運営委員会、研修会 

実 施 日 会議の名称 主 な 内 容 

4 月 6 日(日) 本部役員会 ●総会に向けて準備 

4 月 12 日(土) 総会 

第 1 部 鶴嶺東地区まちぢから協議会 

第 2 部 鶴嶺東コミュニティセンター管理運営委員会 

●令和 6 年度事業報告・決算報告 ・監査報告 

●令和 7 年度事業計画(案)・予算(案)  

●令和 7 年度役員紹介 

5 月 9 日(金) 

本部役員会 

●まちぢから協議会連絡会報告 

●総会議事録確認について 

●令和 7 年度委員名簿の確認について 

●令和 8 年度認定コミュニティ特定事業について 

●市民集会について 

●その他 

役員会 
●報告・連絡事項 ●部会報告 

●市民集会テーマについて 

全部会 
●鶴嶺東地区まちぢから協議会組織図について ●今年度の活動について 

●各部会会議 新年度部会顔合わせ 部会長、副部会長選出 

6 月 13 日(金) 

本部役員会 

●市まちぢから協議会連絡会報告 

●令和 7 年度認定コミュニティ特定事業について 「困ったときの安心電話帳」 

●令和 8 年度認定コミュニティ特定事業申請について 

●市民集会について 令和 7 年 11 月 15 日(土) 

  3 部会からの要望・提案事項の検討・9 月までに提出を依頼 

●その他 

役員会 
●報告・連絡事項 ●部会報告 

●市民集会テーマについて 

全部会 ●各部会会議 令和 7 年度の活動計画 

6 月 21 日(土) 
まちぢから協議会連絡会 

情報交換会 

各地区グループに分かれ、テーマについて地区の取り組み等情報交換 

テーマ１ 防犯について 

テーマ 2 交通安全について    

本部役員 6 名出席 

7 月 11 日(金) 

本部役員会 

●まちぢから協議会連絡会報告 

●鶴嶺東コミュニティセンター指定管理者変更に伴う規約改正ならびに臨時総会 

 開催について 日時 令和７年９月 12 日 13:00～ 

 第 1 部まちぢから協議会臨時総会 第 2 部鶴嶺東コミュニティセンター臨時総会 

 13:30～各部会 15:00～コミセンまつり実行委員会 

●令和 8 年度認定コミュニティ特定事業について 

●その他 

役員会 
●報告・連絡事項 ●部会報告 

●市民集会テーマについて 

8 月 8 日(金) 本部役員会 

●市まちぢから協議会連絡会報告 

●鶴嶺東コミュニティセンター指定管理者変更に伴う規約改正(案)について 

●市民集会について テーマについて検討 

●令和 8 年度認定コミュニティ特定事業申請について協議 
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●その他 

9 月 12 日(金) 

本部役員会 

●市まちぢから協議会連絡会報告 

●鶴嶺東地区まちぢから協議会規約改正に伴う臨時総会開催について検討 

●令和 8 年度認定コミュニティ特定事業申請報告 

●市民集会テーマの内容確認と調整 

役員会 
●報告・連絡事項 ●部会報告 

●合同防災訓練について 

臨時総会 

●鶴嶺東コミュニティセンター指定管理者変更に伴う鶴嶺東まちぢから協議会規約

改正(案)について説明・審議・・・承認 

●鶴嶺東コミュニティセンター規約改正(案)について説明・審議・・・承認 

全部会 ●各部会 

9 月 15 日(月) 広報紙発行・配布 「スクラム 18 号」10,000 部 各戸配布 

10 月 10 日(金) 

本部役員会 

●市まちぢから協議会連絡会報告 

●令和 8 年度鶴嶺東地区賀詞交歓会について 

●市民集会について 3 部会提案事項の確認とスケジュール確認 

●令和 8 年度に向けて役員体制と部会構成の見直し検討 

●その他 

合同運営委員会 
第 1 部 鶴嶺東地区まちぢから協議会運営委員会 

第 2 部 鶴嶺東コミュニティセンター管理運営委員会 

10 月 25 日(土) 合同防災訓練 
●自治会防災訓練実施 

●合同防災訓練は中止(雨天) 

11 月 14 日(金) 本部役員会 

●市まちぢから協議会連絡会報告 

●市民集会リハーサル 

●令和 8 年度鶴嶺東地区賀詞交歓会について 

●茅ケ崎市まちぢから協議会連絡会研修兼懇親会について 

●その他 

11 月 15 日(土) 市民集会 
●参加者  約 70 名  

 環境安全部会、防災減災部会、地域福祉部会からの要望 

11 月 22 日(土) 
まちぢから協議会連絡会 

研  修・懇親会 

●講演「デジタル活用による業務の効率化と地域活動の活性化」 

    講師 NPO 法人セカンドワーク協会理事長 四條 邦夫氏 

●「デジタル化の導入状況について」アンケート結果報告」 

    報告者 連絡会事務局職員 

●デジタル活用の事例発表 

本部役員 4 名出席 

12 月 12 日(木) 本部役員会 

●まちぢから協議会連絡会報告 

●市民集会の振り返り  

●令和 8 年度鶴嶺東地区賀詞交歓会について 

●令和 8 年度の役員体制と部会構成の見直し検討 

●その他 

令和 8 年 

1 月 16 日(金) 

本部役員会 

●市まちぢから連絡会報告 

●令和 8 年度鶴嶺東地区賀詞交歓会実施報告 

●令和 8 年度鶴嶺東まちぢから協議会会議日程(案)について 

●次期役員候補者の推薦等について 

●次年度の部会編成について 

●その他 

役員会 ●報告・連絡事項 ●部会報告 

全部会 ●各部会会議 
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2 月 14 日(金) 本部役員会 

●市まちぢから連絡会報告  

●次年度に向けて本部役員体制ならびに部会編成の検討 

●運営委員会、総会資料などについて検討 

●その他 

3 月 15 日(土) 広報紙発行・配布 「スクラム 19 号」10,000 部 各戸配布 

3 月 14 日(金) 

本部役員会 

●市まちぢから協議会連絡会報告 

●運営委員会役割分担の確認 

●総会次第等について 

役員会 ●報告・連絡事項 ●部会報告 

合同運営委員会 
第 1 部 鶴嶺東地区まちぢから協議会 運営委員会 

第 2 部 鶴嶺東コミュニティセンター 管理運営委員会 

役員会：本部役員に部会長を加えた会議 

 

（2）防災減災部会 

実施日 主な内容 

5 月 9 日 ●自己紹介 ●部会役員紹介 ●今年度の活動スケジュール案について意見交換 

6 月 13 日 ●令和 7 年度合同防災訓練計画の日程、訓練内容について策定(10 月 25 日で決定) 

●令和 7 年度の市民集会のテーマについて検討 

7 月 11 日 ●合同防災訓練計画の概要を検討(体験型防災訓練とした) 

●市民集会テーマ「中学生を対象とした防災教育の推進」を候補とした 

9 月 12 日 ●合同防災訓練概要を決定(タイムスケジュール、内容等) 

10 月 10 日 ●合同防災訓練詳細を確認 

●市民集会のテーマ「中学生を対象とした防災教育の推進」について内容を意見交換 

10 月 25 日 ●合同防災訓練(雨天の為中止) 安否確認訓練については、自治会ごとに実施 

11 月 15 日 ●市民集会 テーマ発表 

令和 8 年 

1 月 16 日 

●安否確認訓練の結果報告 ●令和 8 年度の合同防災訓練についての意見交換 

●市民集会報告 ●要支援者避難計画について討議  ●次年度役員について確認 

 

（3）環境安全部会 

5 月 9 日 ●自己紹介 ●部会長・書記の選出 ●昨年度事業の振り返り ●各自治会の課題を確認 

●今年度事業に関する意見交換 

6 月 13 日 ●事業計画に関する意見交換 

6 月 28 日 ●アドバイザー意見交換 

7 月 11 日 ●電池の適正排出に関する意見交換 ●ごみ資源物分別解説冊子配布に関する意見交換 

●開発新築時の集積所事前調整に関する意見交換 ●廃食用油・スプレー缶に関する掲示用書類

調整 ●不法投棄に関する対応方針の再確認 ●集積所の輪番制に関する対応方針の再確認 

●カラス被害に関する対応方針の再確認 

7 月 26 日 ●アドバイザー意見交換 

8 月 30 日 ●電池の適正排出に関する意見交換 ●ごみ資源物分別解説冊子配布に関する意見交換 

●開発新築時の集積所事前調整に関する意見交換 ●廃食用油・スプレー缶に関する掲示用書類

発行 

9 月 12 日 ●電池の適正排出に関する意見交換 ●ごみ資源物分別解説冊子配布に関する意見交換 

●開発新築時の集積所事前調整に関する意見交換 ●他地区との情報交換に関する最終調整  

10 月 10 日 ●市民集会提案内容調整 ●他地区との情報交換に関する最終調整 ●事業計画進捗確認 

10 月 13 日 ●松浪地区との情報交換 ●茅ヶ崎南地区との情報交換 

11 月 14 日 ●市民集会提案に関する最終調整 ●事業計画進捗確認 

11 月 15 日 ●電池の適正排出に関する市民集会提案 ●ごみ資源物分別解説冊子配布に関する市民集会
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提案 ●開発新築時の集積所事前調整に関する市民集会提案 

令和 8 年 

1 月 16 日 

●市民集会提案に関する取り組み方針の調整 ●行政との情報交換に関する最終調整 

●ごみ資源物定期性排出啓発チラシ発行調整 ●今年度事業の振り返り ●次年度の事業に関す

る意見交換 

2 月 6 日 ●行政との情報交換(資源循環課・環境事業センター) 

2 月 20 日 ●ゴミ資源物適正排出啓発チラシ発行 

 

（4）地域福祉部会 

実施日 主な内容 

5 月 9 日 ●自己紹介 ●部会長・副部会長・書記の選出 ●今年度の活動について意見交換 

6 月 13 日 ●部会交流 ニュースポーツ「ボッチャ体験」 

7 月 11 日 ● 鶴 嶺 東 ま ち ぢ か ら 全 体 テ ー マ 「 子 ど も の 見 守 り 」 と 地 域 の 課 題 に つ い て の 意 見 交 換          

●市民集会部会からの提案について 

9 月 12 日 ●勉強会「道路交通法改正に伴う自転車運転罰則強化について」講師：茅ヶ崎警察署交通課 

●市民集会提案事項調整 

11 月 15 日 ●市民集会 地域福祉部会提案 「鶴嶺小学校東側道路の問題について」 

令和 8 年 

1 月 16 日 

●市民集会報告 

●今年度の振り返り 

●次年度に向けて 

 

（5）広報部会 

実 施 日 主 な 内 容 

5 月 9 日 
スクラム 18 号 構成検討（認定コミュニティ特定事業、市民集会の進展について、合同防災訓練計

画、鶴嶺東まちぢから協議会 10 年の歩み、役員・部会長紹介など） 

6 月 13 日 スクラム 18 号 発行スケジュール、構成提案、草稿作成 

7 月 11 日 スクラム 18 号 最終稿に向けた記事内容確認依頼 

9 月 12 日 スクラム 18 号 発行(9/15 付)、仕分け、配布 

10 月 10 日 
スクラム 19 号 構成検討(各部会年間活動報告、市民集会、合同防災訓練など) 

発行スケジュール、構成提案） 

令和 8 年 

1 月 16 日 
スクラム 19 号 草稿作成、記事内容確認依頼 

2 月 20 日 スクラム 19 号 最終稿に向けた記事内容確認依頼 

3 月 13 日 スクラム 19 号 発行(3/15 付)、仕分け、配布。 

随時実施 ・スクラム記事作成、校正、記事内容確認、発注等実施 

・防災訓練、市民集会、各部会実施の講習会等の取材 

・鶴嶺東地区まちぢから協議会 HP 管理運営(HP 内ページ：鶴嶺東地区まちぢから協議会 

鶴嶺東地区まちぢから協議会 3 部会、鶴嶺東地区自治会連合会、鶴嶺東地区社会福祉協議会 

つるみね東ボランティアセンター) 

 

 

 

 

11



２．事業の実施 

（１）市民集会    

令和 7 年 11 月 15 日(土)10：00～鶴嶺東コミュニティセンターにおいて開催 

           地域の諸課題について 3 部会からの要望と提案 

           ・環境安全部会「電池の適正排出に向けた取り組み」 

                    「ごみと資源物の分け方・出し方」の個別送付について 

                     「開発・建築時のごみ集積所未調整」 

           ・防災減災部会「中学生を対象とした防災教育の推進」 

           ・地域福祉部会「鶴嶺小学校東側道路の問題」 

（2）広報紙の発行 

 概要 広報紙を通じて、鶴嶺東地区まちぢから協議会や鶴嶺東地区自治会連合会などの地区の 

まちぢから協議会構成団体の活動について地域住民に情報提供した。 

 実施 第 18 号 10,000 部印刷 令和 7 年 9 月 各戸配布 

  第 19 号 10,000 部印刷 令和 8 年３月 各戸配布 

（3）ホームページの管理運営 

概要  茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会が運営するホームページ内の鶴嶺東地区まちぢから協議

会のページで鶴嶺東地区まちぢから協議会、鶴嶺東地区まちぢから協議会３部会、鶴嶺

東地区自治会連合会、鶴嶺東コミュティーセンター、鶴嶺東地区社会福祉協議会、つるみ

ね東ボランティアセンターに関する情報の充実とタイムリーな発信に努め、管理運営を行った。 

 

（4）認定コミュニティ特定事業 

       「困ったときの安心電話帳」を作成し、各戸配布 

     広報紙「スクラム」年 2 回発行と特集号としてごみ資源物適正排出啓発チラシを発行 

 

～市民集会後の改善～ 

鶴嶺小学校東側道路の問題について、登校時に鶴嶺小学校の開門にあわせて鶴嶺中学校の生徒が南  

門から校庭を通って正門に抜ける策が提案され、実現される運びとなった。登校時間帯に生徒が東側道路

を利用しなくなったため混雑が緩和された。 
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1 　一般事業

収入の部 単位　円

項　目 予算額 決算額 増　減 備　考

補助金 250,000 250,000 0 市より（認定コミュニティ運営等助成金）

分担金 30,000 30,000 0 分担金（連合会・地区社協・民児協）　

その他 100 301 ▲ 201 貯金利息

繰越金 6,609 6,609 0 令和6年度繰越金

合計 286,709 286,910 ▲ 201

支出の部 単位　円

項　目 予算額 決算額 増　減 備　考

印刷製本費 115,000 95,736 19,264 広報紙スクラム、総会資料印刷代他・コピー代

通信運搬費 2,000 0 2,000 切手代

消耗品費 43,379 62,155 ▲ 18,776 事務用品・印刷用紙・インク代他

負担金 23,000 26,000 ▲ 3,000 市まちぢから協議会連絡会負担金他

研修費 10,000 0 10,000 研修会参加費

事務作業費 90,000 90,000 0 会議資料作成・広報紙作成作業事務費他

保険料　 1,830 1,830 0 地区内3校看板保険料

手数料 400 1,265 ▲ 865 振込手数料

予備費 1,100 0 1,100

合計 286,709 276,986 9,723

収　入 286,910

支　出 276,986

収支残額 9,924 次年度へ繰り越し

令和7年度鶴嶺東地区まちぢから協議会　収支決算報告

令和7年4月1日～令和8年3月31日
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2　特定事業

収入の部 単位　円

項　目 予算額 決算額 増　減 備　考

補助金 310,000 310,000 0 市より（特定事業助成金）

合計 310,000 310,000 0

支出の部 単位　円

項　目 予算額 決算額 増　減 備　考

印刷製本費 282,700 282,700 0 印刷代

予備費 27,300 770 26,530 振込手数料

合計 310,000 283,470 26,530

収　入 310,000

支　出 283,470

収支残額 26,530 市へ返金

収入の部 単位　円

項　目 予算額 決算額 増　減 備　考

補助金 25,000 25,000 0 市より（特定事業助成金）

合計 25,000 25,000 0

支出の部 単位　円

項　目 予算額 決算額 増　減 備　考

印刷製本費 23,074 21,980 1,094 印刷代

予備費 1,926 0 1,926

合計 25,000 21,980 3,020

収　入 25,000

支　出 21,980

収支残額 3,020 市へ返金

（1）「困ったときの安心電話帳」作成配布事業

（2）「スクラム特集号」（ゴミ出しマナー啓発特集）」発行事業
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当該年度の活動計画書及び収支予算書                    

令和８年度鶴嶺東地区まちぢから協議会事業計画 
 

１．運営委員会・役員会 

（１）事業の実施に関する協議 

各部会、各委員及び地域住民からの意見から、地域課題について話し合い、必要に応じて事業の実施を

検討する。 

（２）協議会活動の周知に関する協議 

広報部会が企画する活動周知について、必要に応じて話し合う。 

（３）各種団体や地域住民等の参画方法に関する協議 

区域内の市民がより参画しやすい方法について話し合う。 

（４）役員会に部会長の参加をもとめることで、会議全体の充実を図る。 

 

２．部会 

（１）防災減災部会 

・合同防災訓練の実施。 

・安否確認訓練実施方針の改善 

・要支援者避難計画について意見交換 

（２）環境安全部会 

・地区内におけるゴミと資源物に関する課題の把握および適正化に向けた各種取り組み 

・ゴミと資源物に関する他地区との情報交換および行政との情報交換・折衝・提案・依頼 

（３）地域活性部会 

・自治会・ブランティア団体などが主体となり、地域コミュ二ティの強化、生活の安全・安心の向上 

地域活性化に取り組む 

（４）広報部会 

・2 回の広報誌の企画・発行、およびホームページの管理運営をおこなう。 

 

３．事業の実施 

（１）鶴嶺東地区市民集会 

集約した地域課題について、市と意見交換を行う。 

（２）鶴嶺東地区合同防災訓練 

避難所（学校）毎に、自治会合同訓練を行う。 

（３）広報誌の発行 

年に２回程度広報誌を発行し、各戸配布を行うとともに、鶴嶺東コミュニティセンターへの配架、ホームペー

ジへの掲載を行う。 

（４）ホームページの管理運営 

適宜、活動内容をホームページに掲載する。 

（５）全部会共通事業（継続） 

全部会共通事業として、令和３年度から開始した当該地区の学校の児童を見守る「子どもを見守る活

動」事業を継続実施する。 

有事（災害時）おける中学生と地域連携を図るための活動を行う。          

次年度に向けて、市の認定コミュニティ特定事業の申請を行い、来年度の事業を展開する。 
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令 和 ８ 年 度 開 催 予 定 会 議 
 

月  日  曜 日  事  業  名  会  議  室  時  間  

４ 12 （土 ） 総 会  大 会 議 室  13:00～14:00 

５ 9 （金 ） 本 部 役 員 会  A 会 議 室  9:10～11:00 

   全 部 会 （部 会 長 選 出 ） 大 会 議 室 、ABC 会 議 室  13:00～14:30 

6 13 （金 ） 本 部 役 員 ,役 員 会  A 会 議 室   9:10～11:00 

   全 部 会  大 会 議 室 、ABC 会 議 室  13:00～14:30 

7 11 （金 ） 本 部 役 員 、役 員 会    A 会 議 室  9:10～12:00 

   全 部 会  大 会 議 室 、ABC 会 議 室  13:30～15:00 

9 12 （金 ） 本 部 役 員 、役 員 会    A 会 議 室  9:10～12:00 

全 部 会  大 会 議 室 、ABC 会 議 室  13:30～15:00 

10 10 （金 ） 本 部 役 員 、役 員 会    A 会 議 室  9:10～12:00 

運 営 委 員 会  大 会 議 室  13:00～14:30 

11 14 （金 ） 本 部 役 員 、役 員 会    A 会 議 室  9:10～12:00 

全 部 会  大 会 議 室 、ABC 会 議 室  13:00～14:30 

1 16 （金 ） 本 部 役 員 、役 員 会    A 会 議 室  9:10～12:00 

全 部 会  大 会 議 室 、ABC 会 議 室  13:00～14:30 

2 20 （金 ） 本 部 役 員 、役 員 会    A 会 議 室  9:10～12:00 

3 13 （金 ） 本 部 役 員 、役 員 会    A 会 議 室  9:10～12:00 

運 営 委 員 会  大 会 議 室  13:00～14:30 

本部役員会は 9:10～11:00 まで 

役員会（含部会長）は 11:00～12:00 まで 

市民集会等については、別に役員会（含部会長）を開催します 
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1 　一般事業

収入の部 単位　円

項　目 予算額 前年度予算額 増　減 備　考

補助金 250,000 250,000 0 市より（認定コミュニティ運営等助成金）

分担金 30,000 30,000 0 分担金（連合会・地区社協・民児協）　

その他 150 100 50 貯金利息

繰越金 9,924 6,609 3,315 令和7年度繰越金

合計 290,074 286,709 3,365

支出の部 単位　円

項　目 予算額 前年度予算額 増　減 備　考

印刷製本費 20,000 115,000 ▲ 95,000 コピー・印刷代他

通信運搬費 1,000 2,000 ▲ 1,000 切手代

消耗品費 131,500 43,379 88,121 事務用品・印刷用紙・インク代他

負担金 30,000 23,000 7,000 市まちぢから協議会連絡会負担金他

研修費 10,000 10,000 0 研修会参加費

事務作業費 90,000 90,000 0 会議資料作成・広報紙作成作業事務費他

保険料　 1,830 1,830 0 地区内3校看板保険料

手数料 2,000 400 1,600 振込手数料

予備費 3,744 1,100 2,644

合計 290,074 286,709 3,365

2　特定事業

収入の部 単位　円

項　目 予算額 前年度予算額 増　減 備　考

補助金 183,000 0 183,000 市より（特定事業助成金）

合計 183,000 0 183,000

支出の部 単位　円

項　目 予算額 前年度予算額 増　減 備　考

印刷製本費 166,412 0 166,412 スクラム通常号、スクラム特集号（ゴミ出しマナー啓発）

予備費 16,588 0 16,588

合計 183,000 0 183,000

（1）広報紙「スクラム」発行事業

令和8年度鶴嶺東地区まちぢから協議会　収支予算

令和8年4月1日～令和9年3月31日
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特定事業の概要（鶴嶺東地区・「困ったときの安心電話帳」作成・配布事業） 

 鶴嶺東地区内での防災訓練等の経験から、緊急時の避難先や困りごとを相談できる場所を地域住民が

把握できていないことが判明し、課題となっている。

 緊急時に必要な情報を住民一人ひとりが把握し迅速に行動することが、地域住民の生命・財産を守る

ことに繋がることから、地域住民の安心・安全の一助となるべく、必要な情報を把握できるツールを提

供する。

（１） 事業の概要

 緊急時の避難先や困りごとを相談したい時の連絡先等をまとめた「困ったときの安心電話帳」を作成、

配布することで有事の際の適切な行動を補助する。 

（２） 事業のねらい

・ 困ったときに、電話帳を活用することで行政サービス等の適切な利用が促される。

・ 地域住民（高齢者）の安心・安全の手助けができる。

・ 地震・火災等の災害時、緊急避難場所を掲載することで、日頃からの防災意識の向上につながる。

（３）令和７年度実績 

 鶴嶺東地区まちぢから協議会役員会で検討を行い、写真やイラスト、絵文字等を用いることで、高齢

者にも分かりやすく視認性の高い紙面となるよう、デザインを行った。また、厚紙光沢紙を採用するこ

とで、水性、油性マジック等でかかりつけ医等の連絡先を記入することができるようにするなど、使い

やすい工夫を施した。

 令和７年８月に 10,000 部を作成・配布し、その後、広報紙「スクラム」の記事で紹介することで、

地域への浸透を図った。 
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特定事業実施報告書（鶴嶺東地区・「困ったときの安心電話帳」作成・配布事業） 

令和７年度 事業実施報告書 

事
業
の
実
施
内
容 

活動内容 

緊急時の避難先や困りごとを相談したい時の連絡先などをまとめた「困ったと

きの安心電話帳」を作成、配布することで有事の際の適切な行動を補助する事業

を行いました。 

活動期間  令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月 31日 

実施体制 鶴嶺東地区まちぢから協議会 周知方法 

・鶴嶺東地区管内自治会員へ回

覧配布 

・鶴嶺東コミセンへの配架 

・ホームページへの掲載 

・広報紙「スクラム」での紹介 

参加者数 10,000世帯 実施日 令和 7年 8月 1日 

事業の目的や効果は達

成できましたか 

困ったときに、この電話帳を活用することで行政サービス等の適切な利用が

促され、地域住民（高齢者等）の安心・安全の手助けができたと考えています。 

自治会員世帯においては、家庭用電話機等の付近に安心電話帳を設置するこ

とでもしもの事態に活用できる体制が整えられていることが確認できていま

す。 

事業を計画的に実施す

ることができましたか 

「困ったときの安心電話帳」作成構想から計画、市への申請、発注、自治会員

への配布などスムーズに進めることができました。 

予算計画や予算配分は

適正でしたか 

計画、見積、発注、納品、事業実施、支払等が円滑、適正に進めることができ

ました。 

事業の対象者となる地

域住民の意見聴取に努

めましたか 

所属自治会長から地域住民に対して事業実施にかかる意見聴取を行っていた

だいた結果、所期の目的は果たせたと考えています。また、まちぢ広報紙「スク

ラム」においても周知を図りました。 

一緒に活動するメンバ

ーはやりがいを感じて

いましたか 

事業実施に当たって、地区自治会長と連携を深めながら実施することができ、

まちぢから協議会としてもやりがいをもって活動することができました。 

事業の実施によって地

域コミュニティの醸成

や新たな担い手の発掘

につながりましたか 

まだ担い手の発掘には繋がっていませんが、「困ったときの安心電話帳」を配

布したことにより、地域住民に対してまちぢから協議会の活動を周知する機会

ともなりました。 

課題と今後の展望につ

いて 

回覧配布を行い、家庭用電話機周辺等に設置していただいていますが、電話連

絡先だけではなく地震・火災ならびに緊急避難場所等が掲示されているので、有

効活用いただくための定期的なアナウンスが必要だと実感しています。 
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収支決算書 
 

収入 

 科   目  予 算 額  決 算 額  内        訳 

補助金    310,000

    

310,000 

 

認定コミュニティ特定事業助成金 

    

計 310,000 310,000  

 

支出 

 科   目 予 算 額 決 算 額  内        訳 

印刷製本費 282,700 282,700 
株式会社大成企画  

マット220㎏ 両面PP加工 10,000部 

予備費 27,300     770 振込手数料 

    

市へ返還 0 26,530  

計 310,000 310,000  

 

＊対象経費は、領収証等により、認定コミュニティが支払ったことが確認出来ることが必要です。 
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特定事業の概要（鶴嶺東地区・「スクラム特集号（ごみ出しマナー啓発特集）」発行事業）

鶴嶺東地区では、近年、転入者の増加に伴い、ごみの不適正排出が課題となっている。

 地域住民の環境美化に対する意識向上を図るとともに、適正なごみの出し方について周知を図るため、

これまでも継続的な啓発活動が進められてきた。

（１） 事業の概要

 定期的に発行している鶴嶺東地区まちぢから協議会の広報紙「スクラム」に加え、地域課題であるご

みの不適正排出に特化した広報紙「スクラム特集号（ごみ出しマナー啓発特集）」を新たに発行し、情

報発信を行う。 

（２） 事業のねらい

・ 地域で発生している課題や集積場所のトラブル等の内容の紹介

・ どのように排出するべきか判断が難しいごみに関する適正な排出方法の周知

・ 地域住民の環境美化に対する意識向上

（３）令和７年度実績 

 鶴嶺東地区まちぢから協議会環境部会のメンバーを中心に、市役所環境事業センターと連携しながら、

紙面内容を検討し、令和８年２月に 10,000部を作成・発行した。 

 鶴嶺東地区内の各自治会や他地区で環境美化に取り組んでいる方々の意見、市内全域の環境指導員地

区会議出席者の発言内容を確認するなど、地域住民からの意見を聴取した結果、今号では「廃食用油」

と「乾電池」を対象品目として情報発信を行った。 

 これまでもチラシを作成し啓発を行ってきたが、今号の特集号の発行をきっかけに、令和８年度以降

も同様の形で継続的に情報発信を行い、更なる啓発に努めていきたい。 
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特定事業実施報告書（「スクラム特集号（ごみ出しマナー啓発特集）」発行事業） 

令和７年度 事業実施報告書 

事
業
の
実
施
内
容 

活動内容 

鶴嶺東地区の課題を踏まえ、地域住民の環境美化に対する意識向上を図るとと

もに、適正なごみの出し方について啓発を行うことを目的として、広報紙「スク

ラム特集号（ごみ出しマナー啓発特集）」を発行しました。 

活動期間 令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月 31日 

実施体制 鶴嶺東地区まちぢから協議会 周知方法 

・鶴嶺東地区管内自治会員へ回

覧配布 

・鶴嶺東コミセンへの配架 

・ホームページへの掲載 

・広報紙「スクラム」での紹介 

参加者数 10,000世帯 実施日 令和 8年 2月 20日 

事業の目的や効果は達

成できましたか 

ごみ・資源物に関する正しい分け出し方について情報発信し、啓発することが

できたとともに、地域住民の環境美化に対する意識向上を図ることができ、目的

は達成できました。 

事業を計画的に実施す

ることができましたか 

鶴嶺東地区内の各自治会だけでなく、他の地区や市の担当組織とも連携しな

がら進めましたが、計画通り実施することができました。 

予算計画や予算配分は

適正でしたか 

物価上昇を懸念する声もありましたが、計画通りのことが予算の範囲内で実

施できており、予算計画は適正でした。 

事業の対象者となる地

域住民の意見聴取に努

めましたか 

鶴嶺東地区内の各自治会からの意見や他地区で環境美化に取り組んでいる

方々の意見に加え、市内全域の環境指導員地区会議出席者の発言内容まで確認

するなど、地域住民の意見聴取に努めました。 

一緒に活動するメンバ

ーはやりがいを感じて

いましたか 

定例会議に加えて他地区との意見交換や市の担当組織との情報交換なども織

り交ぜたことで、活発な意見交換を行いながら実施することができ、鶴嶺東地区

まちぢから協議会としてもやりがいをもって活動することができました。 

事業の実施によって地

域コミュニティの醸成

や新たな担い手の発掘

につながりましたか 

まだ新たな担い手の発掘には繋がっていませんが、会議の土日開催を増やし

たり、他地区との意見交換や市の担当組織との情報交換を織り交ぜたりするな

かで、当事業を推進した環境安全部会メンバーの出席率が上がり、意見交換も活

発になったことから、地域コミュニティの醸成には繋がっていると思われます。 

課題と今後の展望につ

いて 

当事業による地域住民の環境美化に対する意識向上度を正しく測ることは難

しいですが、啓発し続けること、意識向上を図り続けることが大事だと思われま

すので、引き続き関係各組織と連携しながら取り組みを進めていきます。 
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収支決算書 
 

収入 

 科   目  予 算 額  決 算 額  内        訳 

補助金 25,000 25,000 認定コミュニティ特定事業助成金 

    

計 25,000 25,000  

 

支出 

 科   目 予 算 額 決 算 額  内        訳 

印刷委託料  23,074 21,980 
○印刷委託費 

A4両面カラー印刷 コート73㎏ 10,000枚 

予備費 1,926 0  

    

市へ返還 0 

 

020 

3,020  

計 25,000 25,000  

 

＊対象経費は、領収証等により、認定コミュニティが支払ったことが確認出来ることが必要です。 
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ごみと資源物の分け出し方が簡単に検索できます

分別に迷ったら検索してみてください
ごみ分別辞典「ごみサク」

お問い合わせ先： 茅ケ崎市 環境事業センター 0467-57-0200

ごみ出しマナー啓発特集

鶴嶺東地区で問い合わせの多かったゴミと資源物の分け出し方を紹介します

1
令和８年２月発行 発行責任者：鶴嶺東地区まちぢから協議会 環境安全部会 部会長 岡 宏樹

鶴嶺東地区まちぢから協議会 環境安全部会 ～ 正しく出して みんなが “気持ちいぃ” 集積場所 ♪ ～

不適切な方法で穴を開けると危険な事故を招く恐れがあるため穴あけ不要となりました  

※廃食用油で出せない品目： 動物性油，エンジンオイル，工業油 など

必ずスクリューキャップ式のペットボトルに入れ替えてください（購入時の容器では出せません）

※スプレーかんで出せない品目： ガスボンベ，消火器，炭酸水ガスカートリッジ など

廃食用油（植物性油, サラダ油, オリーブ油, 菜種油, など）

スプレーかん（ヘアスプレー, カセットボンベ, 殺虫剤スプレー, など）

冷まして
かすを取り除く

スクリューキャップ式の
ペットボトルに入れ替える

キャップを
閉める

袋に入れずそのまま直に
資源物の集積場所に出す

（収集：隔週「廃食用油」の日）

中身を
使い切る

穴あけの
必要なし

キャップを
つける

資源物の集積場所の緑色ネットに出す
（収集：月１回「スプレーかん」の日）

穴あけされたものも
キャップがないものも

回収されます
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電池を取り外せない電化製品から電池を取り外せる

お問合せ先： 茅ケ崎市 環境事業センター 0467-57-0200

鶴嶺東地区まちぢから協議会 環境安全部会 ～ 正しく出して みんなが “気持ちいぃ” 集積場所 ♪ ～

電池（乾電池, コイン電池, ボタン電池, 充電式電池, など）

特別号 vol. 1

破損･膨張していない

小型家電回収ボックスに入る
（投入口30cm×15cm, 奥行30cm）

小型家電回収ボックス

入らない

コイン電池
型式記号CR／BR

乾電池
アルカリ・

マンガン乾電池
※パソコンも出せます

燃やせないごみ ※必ず透明半透明の袋で出すこと
※他の燃やせないごみと混ぜない
（水銀使用のため）

ニカド電池 ニッケル水素電池リチウムイオン電池

会員企業製品でないものなど
協力店で受け取ってもらえないもの

受け取ってもらえないものは市に相談

ボタン電池
・型式記号ＬＲ
・アルカリボタン電池
・酸化銀電池［ボタン］
・空気 (亜鉛) 電池［ボタン］

回収協力店

リサイクルマークがついている

協力店

市に相談

充電式電池
・リチウムイオン電池
・ニカド電池
・ニッケル水素電池など

ついていない

破損･膨張している

環境事業センター（萩園836）
 0467-57-0200

資源循環課（市役所内）
 0467-81-7178

燃やせないごみ

大型ごみ

or

＊分け出し方 ⇒

＊2026.4.1～

一般社団法人 電池工業会

＊回収協力店はコチラ ⇒

一般社団法人 JBRC

＊協力店はコチラ ⇒

＊設置場所 ⇒
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₀ ₀₀ ₀₀

令和 7 年 9 月 15 日発行(第 18 号) 発行責任者：鶴嶺東地区まちぢから協議会 会⻑ 吉野浩二 

令和 7 年度  鶴嶺東地区まちぢから協議会 役員・部会長名簿 

会長 吉野 浩二 鶴嶺東地区自治会連合会会長 

副会長 木下 操 鶴嶺東地区民生委員児童委員協議会会長 

副会長・会計 木村 敏夫 鶴嶺東地区社会福祉協議会会長 

副会長 尾坂 清 鶴嶺東コミュニティセンター長 

書記 内藤 一夫 下町屋自治会会長 

書記・地域福祉部会長 山上 壽子 鶴嶺小学校区青少年育成推進協議会会長 

防災減災部会長 増田 全宏 サニータウン茅ヶ崎自治会防災リーダー

環境安全部会長 岡 宏樹 ライオンズ茅ヶ崎 ザ・アイランズ自治会副会長

広報部会長 西江園 裕子 ホームタウン茅ヶ崎自治会

監査 吉原 雄 ライオンズ茅ヶ崎 ザ・アイランズ自治会会長

監査 赤羽根 昭夫 鶴嶺地区体育振興会会長 

鶴嶺東地区まちぢから協議会は、鶴嶺東地域の住民と市が協働して、地域の課題を共有し、協議を行い、効率的か

つ総合的に解決を図っていくとともに、地域活動を活性化し、まちぢからを高めていくことを目的とし、平成２７年９月５

日に設立総会を行いました。 

参加した団体・組織は、自治会連合会（円蔵、矢畑、西久保、浜之郷、下町屋、TBS、サニータウン茅ヶ崎、ホームタウ

ン茅ヶ崎、ライオンズ茅ヶ崎ザ・アイランズ）、地区社会福祉協議会（ボランティアセンターを含む）、地区民生委員児童

委員協議会、コミセン管理運営委員会、地区内自主防災組織、地区青少年育成推進協議会、地区体育振興会、保護

者会、子ども会、老人会、婦人会、環境指導員です。 

今年、設立から１０周年を迎えた鶴嶺東地区まちぢから協議会の活動の一部を振り返ります。 

鶴嶺東まちぢから協議会１０年の歩み 

「地域の力」を発揮していくために 

2015 

平成２７年度 

平成２７年度

「鶴嶺東地区防災“も”

まちづくりシンポジウ

ム」が開催されました。

中学生と一緒に地域

で考える防災として、

地域住民とともに色褪

せた街頭消火器の塗

り直しや地域の夏祭り

で楽しく防災を学ぶた

めのブースを設置す

るなど、様々な企画が

実施されました。 

鶴嶺東地区まちぢか

ら協議会がスタートし

ました。 

事業計画・収支予算、

役員選出など、審議さ

れた原案通り承認さ

れ、本格的に活動をは

じめました。 

申請を行い、茅ヶ崎市

地域コミュニティ審議

会からの答申を経て、

茅ヶ崎市の認定コミュ

ニティになりました。

総会、運営委員会、役

員会など前年度同様

に活動しました。 

また、防災減災部会、

環境安全部会、地域

福祉部会に加え、新た

に青少年育成部会、

高齢者活性部会が活

動を始めました。 

役員会に部会長の参

加を求めることで会議

を充実させました。

「台風第１９号の対応

と今後の防災力向上

に向けて」というテー

マで会議を開き、市の

防災対策課と防災リ

ーダーを加えた当協

議会関係者全員が参

加しました。 

政府より緊急事態宣

言が出され、７月中旬

まで活動休止を余儀

なくされました。各部

会では感染拡大に配

慮しつつ情報共有や

意見交換、学習会を

実施しました。 

全部会が協力して、地

区内の小・中学校と養

護学校の子どもの見

守りについて実態調

査を行いました。さら

に、見守りの際に使用

できる見守り旗を作成

しました。

「地域の子どもは地域

で守る・育む、地域も

子どもと共に育つ」を

理念とし、令和３年度

からの継続事業として

実態調査の結果を報

告書にまとめました。

作成した見守り旗を学

校や自治会に配布し、

継続して地域住民へ

子どもの見守りへの参

加を呼びかけました。 

コロナ禍

子どもの見守り活動と

して、鶴嶺小、浜之郷

小、円蔵小に交通安

全を呼びかける看板

を設置しました。看板

のデザイン、標語は児

童が考えました。 

全部会の活動として

「フレイルの基礎知識」

「AED 講習会」「ごみ

収集方式のあり方」な

どの講演を聞き、地域

で高めたい知識向上

に努めました。 

困ったときや緊急の際

に頼ることができる公

共サービスなどの電

話番号をまとめた「困

ったときの安心電話

帳」を作成、配布しま

した。 

９月 設立総会 ５月 第１回総会 会議  ・ 部会 

認定コミュニティ申請 

防災“も”まちづくり 防災力向上会議 制約された活動 子どもの見守り 子どもの見守り 看板の設置 講演・講習会の開催 安心電話帳 

「感震ブレーカー等設置費補助金」の申請 

鶴嶺東地区内の自治会の希望数を取りまとめ、補助金の申請を行いました。 

ごみの適正排出を呼びかけるチラシの作成 

環境安全部会が市の環境事業センターと協力して、間違いやすいごみの

正しい出し方などについてまとめた「正しく出して、みんなが“気持ちいぃ”

集積場所！」を作成、配布しています。

前身は昭和４３年から開催された「市民と

市長の対話集会」。当初は行政主導の方

式でしたが、自治の原点に戻り住民自ら

考える町づくりを目指すことになり、現在

では各地区のまちぢから協議会等が主

催しています。 

市民集会 テーマ 各自治会より 

各自治会の要望に加

え、鶴嶺東地区の要

望として発災時の情

報伝達に具体的内容

の明記、従来の連合

型防災訓練の見直し、

安否確認実践研修会

の開催を申し入れまし

た。 

各自治会より 

各自治会から要望が

述べられ、それに対し

て各担当部局より説

明がありました。服部

市長は財政状況とご

み処理に関する課題

への取り組みについて

説明しました。 

2016 

平成２８年度 

2017 

平成２９年度 

2018 

平成３０年度 

市民集会の豆知識

2019 

令和元年度 

2020 

令和２年度 

2021 

令和３年度 

2022 

令和４年度 

2023 

令和５年度 

2024 

令和６年度 

2025 

令和７年度 

各自治会より 

６自治会からの要望に

加え、鶴嶺東地区の

要望として大きく４事

項が取り上げられ、そ

れぞれに回答がありま

した。この回は佐藤市

長が公務のため参加

できませんでした。 

令和２年度、令和３年度の市民集会は

新型コロナウィルス感染拡大防止のた

め中止されました。

避難行動要支援者 通学路の危険個所 小１の壁 各部会から７項目 

「子どもの見守り活動」

に関連した通学路の諸

問題について要望を行

った結果、死角を作る

電柱の移設、歩行者信

号の延長、スクールゾ

ーン標示の敷設がなさ

れ、通学路の改善につ

ながりました。 

避難行動要支援者支

援制度について、「避

難計画の周知」「要支

援者の情報管理・更

新」「個別計画の作成」

「任意の取り組みの普

及のあり方」など大きく

４つの問題が提起され

ました。 

「小１の壁～朝の居場

所づくり～」をテーマと

し、児童が早い時間か

ら校庭で待機すること

や、歩道で開門を待つ

状況の改善に向けて、

提案と要望を行いまし

た。 

防災減災部会から防

災教育の推進につい

て等、環境安全部会か

らごみの適正排出に向

けた取り組み等、地域

福祉部会から通学路

の拡張について等、計

７項目について質問・

要望します。 

。

防災訓練の実施 

▶

合同防災訓練 ▶
自治会単位の防災訓練（安否確認訓練など） 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止 各避難場所で実施 各避難場所で実施 鶴嶺中学校で実施 選挙日のため中止 
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